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令和３年９月橋本市議会定例会会議録（第２号）その２ 

令和３年９月13日（月） 

                                                                              

（午前９時30分 開議） 

○議長（小林 弘君）皆さん、おはようござ

います。 

 ただ今の出席議員数は18人で全員でありま

す。 

                     

○議長（小林 弘君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小林 弘君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、３番 土井君、

18番 岡君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（小林 弘君）日程第２ 一般質問を

行います。今回の一般質問の通告者は14人で

あります。 

 質問は会議規則第62条の規定により、別紙

の順序により発言を許します。 

 順番１、４番 森下君。 

〔４番（森下伸吾君）登壇〕 

○４番（森下伸吾君）おはようございます。

今回の一般質問、トップバッターとなりまし

たが、どうかよろしくお願いいたします。 

 ただ今、議長のお許しを頂きましたので、

通告に従い一般質問を行わせていただきます。 

 今回の一般質問、１項目めとしまして、防

犯カメラについてお聞きいたします。 

 防犯対策の一つとして、防犯カメラの設置

が挙げられております。防犯カメラの設置に

ついては、犯罪の未然防止、また、犯罪が起

こった際の速やかな認知や犯罪捜査、そして、

客観的証拠の収集など有効な手段とされてお

り、子ども、市民の安全を守る万全の体制を

整える観点からも、防犯カメラのさらなる拡

充が必要と考えます。 

 これまでの防犯カメラ設置の取組と実績に

ついて、当局の見解をお伺いいたします。 

 １、市内の設置台数と管理部署について。 

 ２、今後の設置計画について。 

 ３、学校や通学路の設置状況について。 

 ４、防犯カメラつき自動販売機の設置状況

について。 

 次に、２項目めとしまして、農福連携につ

いてお聞きいたします。 

 近年、農業分野と福祉分野が連携した農福

連携の取組が各地で盛んになっています。政

府が定めたニッポン一億総活躍プランでは、

障がい者等が希望や能力、障がいの特性等に

応じて最大限活躍できる環境を整えるための

農福連携の推進が盛り込まれています。 

 こうした農福連携の取組は、各種調査によ

れば、農業経営体における労働力の確保や売

上げ増加に加え、障がい福祉サービス事業所

における賃金、工賃の向上や障がい者の心身

状況の改善など、農業と福祉の双方によい結

果をもたらすことが明らかになっており、今

後もより一層の推進が求められています。 

 農福連携は本市においても雇用環境を整え、

積極的に取り組むべきだと思われます。また、

地域の潜在力を生かす取組になると思われま

すが、当局の見解をお伺いいたしまして、壇

上からの私の１回目の質問とさせていただき

ます。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君の質問項

目１、防犯カメラに対する答弁を求めます。 
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 総合政策部長。 

〔総合政策部長（上田力也君）登壇〕 

○総合政策部長（上田力也君）皆さん、おは

ようございます。 

 防犯カメラについてお答えいたします。 

 まず、一点目の、市内の設置台数と管理部

署についてですが、市で設置する街頭の防犯

カメラは、通学路を中心とした交差点等の公

道上や市営駐輪場、公共施設などに設置して

います。 

 防犯カメラの設置及び管理運用はそれぞれ

の目的に応じて各部署で行い、全体把握を政

策企画課で行っています。 

 部署ごとの設置台数は、まちづくり課12台、

環境美化センター８台、生活環境課７台、教

育総務課10台、政策企画課２台、合計39台で

す。 

 次に、二点目の、今後の設置計画について

お答えします。 

 街頭防犯カメラの主な効用は潜在的犯罪者

に防犯カメラの存在を気づかせることによる

犯罪の抑止であり、犯罪多発地域に設置する

ことでより効果的に犯罪の減少を可能にする

とされていることから、まちの治安悪化に課

題があったり犯罪率の低下を目標とするなど、

一部の自治体において積極的に導入されてい

ます。 

 犯罪率で見た場合、和歌山県は近畿圏内で

最も低く、さらに、橋本市は令和元年度では

県内９市中３番目に低いのが現状です。また、

予算面では、市で街頭に設置する場合、１台

70万円程度の費用が必要とされています。 

 橋本市の治安の現状とかかる経費からすれ

ば、現時点では市内全域に大きく展開する設

置計画はありません。これまでどおり、部署

ごとに安全対策や施設管理等の面で必要に応

じ設置してまいりたいと考えていますので、

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

〔教育部長（阪口浩章君）登壇〕 

○教育部長（阪口浩章君）おはようございま

す。 

 次に、三点目の、学校や通学路の設置状況

についてお答えします。 

 通学路においては、平成27年度に団体から

のご寄附により４か所で４台、平成28年度に

は和歌山県実践的安全教育支援事業等を活用

して、橋本中学校、西部中学校及び学文路中

学校の統廃合に伴う地元合意の条件として、

新たに通学経路となる箇所に４か所で４台を、

令和元年度には市単独費により２か所で２台

を、合計10か所で10台を教育委員会で設置・

管理しています。 

 また、学校内では二つの中学校に計４台を

学校独自で設置しているという状況です。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

〔総務部長（小原秀紀君）登壇〕 

○総務部長（小原秀紀君）最後に、四点目の、

防犯カメラつき自動販売機の設置状況につい

てお答えします。 

 現在、本市で設置しています自動販売機は

15台で、市役所本庁舎をはじめ、保健福祉セ

ンター、一部の地区公民館など公共施設内へ

設置していますが、そのうち学文路東体育館

に防犯カメラつきの自動販売機１台を屋外に

設置しています。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君、再質問

ありますか。 

 ４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

 それでは、ご答弁を頂きましたので、再質

問をさせていただきます。 

 まず、一点目の、防犯カメラについてでご

ざいますが、これにつきましては、今までも

多くの議員から防犯カメラについて質問が行

われておりまして、設置が進められていると
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ころではありますが、改めてこれまでの取組

と実績、市が防犯カメラ設置を行うことにつ

いて、今回質問をさせていただきたいと思い

ます。 

 現在、今、設置されている台数のお答えを

頂きましたが、各部署にお聞きしますと、ど

ちらかといいますと、まちづくり課ですと、

やはり道路ということになると思いますが、

環境美化センターや生活環境課ということで、

道路以外のところで結構設置されているなと

いうこともありました。これは防犯というよ

りも、ちょっと違う意味で設置されているの

かなというようなことも考えられます。 

 ですから、どちらかというと、本市に今つ

いている防犯カメラでいうと、防犯という、

道路というよりも、そちらのほうが多いかな

というふうに思うんですが、その点いかがで

しょうか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）防犯カメラと

いう視点においては防犯だけの目的ではない

部署というのがございます。当然、通学路の

安全確保も含めて、カメラという、そういう

２次的な効果を期待しての、そういう部分も

ございます。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

ですので、やはりこの防犯カメラという意味

では、いろいろな分野で活躍をしております。

ですから、先ほど犯罪率のお話もありました

が、確かに本市においてはあまり犯罪率は高

くはないとは思いますが、それだけが防犯カ

メラの役割ではないと思います。 

 例えば、今、お年寄りが行方不明になった

ときに、その足取りを探す上でも必要となっ

ておりますし、高齢化が進むこの橋本市では、

やはり行方不明の年配者の方を捜索する上で

必要だと思います。 

 さらには、犯罪ということではないですが、

交通事故や不審者のことであるとか、田舎で

あっても起こり得る、いわゆる軽犯罪と言わ

れるものも起こっております。犯罪の数だけ

で判断することは、これはできないんじゃな

いかなというふうに思います。 

 市の政策として全域に設置するということ

はないということでありますが、各部署から

設置の要望があれば、それを検討して設置す

ることは可能であるか、その点をお聞きした

いと思います。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）それぞれの部

署において、犯罪、あるいは犯罪のみならず、

それに類するところで必要となるケースがあ

ると思います。また、いろんな、住民なり地

元であるとか、いろんな高まりも、そういっ

た声もあるのかなというふうには思ってはお

ります。 

 その中で、今後におきましては、一方では

費用対効果というのもあるんですけども、当

然、必要なものについては要求といいますか、

設置していくということにはなろうとは思っ

ております。その内容によって、最終的には

判断をしていくということになると思います。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ですので、必要と思わ

れるところであれば、各部署からの要望に応

えていっていただけるということでございま

すので、各部署の担当の方も、ぜひともその

辺りも含めながら、要望のほうがあれば、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 先ほど教育委員会からの答弁でも、団体か

らの寄附があれば４台設置されているという

ことでありますが、そういう申入れがあれば

設置は可能ですか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）市民の皆さま、団
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体の方々からそういう目的でということでお

話をいただいた、平成27年度はそういうこと

で教育委員会のほうでその意思を受けまして

設置をさせていただいたということですので、

今後もそういうことがあれば、そういうふう

に考えております。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）先ほども答弁ありまし

たように、１台やはり70万円前後するという

ことでございます。とても高価なものだとは

思いますので、やはりそういう寄附の申出が

あれば、ぜひとも受け入れていただければな

というふうに思います。 

 教育委員会のほうでしたので、せっかくな

ので、そちらのほうにも移りたいと思います

が、学校においては、やはり校門などに設置

することにおいて、不審者対策であったりと

か、あとは、その前が自動車の往来が多くて、

スピードを出す車などに対しての抑止など、

通学路の安全を確保するという意味では必要

ではないかというふうにも思いますが、その

点はいかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）学校の門扉等に設

置をすれば、やはり防犯上、これはもう効果

があるというのはこれ確かかというふうには

思います。今、現時点では計画的に学校に設

置するというような計画はないんですけども、

現在、通学路交通安全プログラムの見直しを

してございます。各学校から、やっぱり八街

市の事故を受けて、いろんな危険箇所という

のが上がってきています。そういう中には、

やはりちょっと人通りが少ない、また、交差

点等々の箇所では、防犯カメラの設置も含め

て、人の配置なのか防犯カメラなのか、これ

は様々な対策というのは今後考えていくわけ

なんですけども、やはりそういうところも出

てきております。 

 ただ、現時点で、防犯カメラの設置をこの

プログラムに載せましても、補助の対象にな

るというのが確約されてございません。現時

点で文部科学省のほうでは対象にはなってな

いという確認は取れておるんですけども、で

すので、やはり今言われましたように、学校

の門扉だけではなしに通学路全般ということ

になれば、このプログラムに掲載を場合によ

ってはしていき、国・県の補助が受けられる

ような、そんなような働きかけというのは今

後していきたいと思いますし、また、議員の

ご協力もお願いしたいというふうに考えてご

ざいます。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）やはり高価なものであ

りますので、市単費ということであればなか

なか厳しいのであれば、やはり国や県のほう

にこれから補助の要望というのをやっていか

ないといけないと思います。 

 ですので、その辺り、各関係部署に要望し

ていただけるのももちろんですし、我々議員

としてもできるのであれば、また国や県のほ

うに要望活動に行かせていただくということ

もしていかないといけないと思います。 

 団体からの寄附とか、あとはＰＴＡとかで

も、例えば子どものことが心配だから設置し

たいよというような、そういった申出があれ

ば、設置することは可能なんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）これはもう学校で

の判断になるのかなというふうに考えてござ

います。保護者の方々、もしくはまた、地域

の方々からこの学校にということでご希望が

あれば、まずは学校のほうと協議をしていた

だく、もしくは教育委員会でもやっていく必

要があると思うんですけども、学校で管理を

していただくような形で、学校のご判断で設

置は可能かというふうに考えております。 
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○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

ですので、そういう申入れがあれば、ぜひと

もまた前向きに取り組んでいただければと思

います。 

 次の４番とも絡むんですが、教育部署で、

単独で厳しいのであれば、一つの方法として

カメラつきの自動販売機を、校内というか校

外といいますか、学校の施設に設置するとい

う考えはございませんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）カメラつきの自動

販売機ということで、教育委員会１か所、学

文路の体育館のほうで設置をまずはさせてい

ただいてございます。 

 ただ、学校内ということになれば、教育上、

やはり生徒指導の観点からなかなかこれはち

ょっと難しい、現時点では難しいのかなと。

当然、メリットというのはあるんですけども、

それに伴って生徒指導上で何らかのトラブル

等というのも考えていかないといけませんの

で、その辺は慎重に学校との協議も必要にな

ってくるかと思いますので、その点について

は現時点ではちょっとまだ難しいのかなとい

うのが今の現状でございます。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）教育上やはり難しい、

いろんな問題が起こり得る可能性もあるとい

うことで、私も希望としては、もう防犯カメ

ラだけをつけてもらうのが希望なんですが、

どうしても予算がかかる、ない中でどうする

かということは、それが一つの方法かなとは

思いましたのでお話をさせていただきました

が、ちょうど令和元年９月、２年前になりま

すが、この議場で一般質問で、私、防犯カメ

ラつき自動販売機を提案させていただきまし

た。 

 その時は、答弁では橋本市では厳しいとい

うご答弁やったんですが、その後、職員の皆

さん方がいろいろ取り組んでいただいて、現

在、防犯カメラつき自動販売機は学文路東体

育館、昔の学文路中学校の体育館に１台設置

されております。 

 確認ですが、これは設置費、維持費も市と

してはかかっておらないということでしょう

か。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）学文路東体育館の

カメラつきの自動販売機につきましては、市

の費用はかかっておりません。電気代につい

ては業者負担となっておりますし、逆に、土

地の使用料ですとか販売手数料をいただいて

いるところです。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ということは、市の負

担はないということで、さらに収入を得てい

るということでもありますので、もっともっ

と広げていくべきではないかなというふうに

は思います。 

 そういう面では、学校施設は厳しいという

ことでありましたが、そのほかの、例えば公

民館とか、集会所も各自治会にはあると思い

ますし、さらには市の土地も市有地がまだあ

ると思いますし、そういったところに設置し

ていけないかと思いますが、その点いかがで

しょうか。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）基本的に、その場

所に自動販売機の設置が必要であるかという

ところが最初のスタートだと思います。そう

いう中で、そこに防犯カメラを置くことで効

果が上がるでありますとか、そういうところ

を検討して、新規につきましてはできる限り

防犯カメラつきの自動販売機の設置を推奨し

ていきます。 

 それと、現在設置している自動販売機につ
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きましては令和５年度までの契約となってお

りますので、またその更新の際も、防犯カメ

ラつき自動販売機の設置が効果的である場合

は、そういった自動販売機について推奨はし

ていきたいというふうに考えております。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

ですので、新規である場合とか更新の場合に

は防犯カメラつき自動販売機も考えていただ

ける、それも提案していただけるということ

でありますので、ぜひともその方向で進めて

いただきたいと思います。 

 ちょうど学文路東体育館ですと、やはり体

育館を利用される方もいますし、あそこは公

民館もありますし、こども園もありますし、

もちろん利用者も多いでしょうし、前を通行

される方もたくさんいらっしゃると思います

ので、やはりそういった面で防犯の観点でも

大変役立つんじゃないかなというふうに思い

ます。 

 ですから、各部署から設置要望がそういう

ところも出てくる場合もあると思います。そ

ういうときに、各部署にこういう設置方法も

あるよというふうに推薦していただける、提

案していただけるということでよろしいでし

ょうか。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）設置の要綱もつく

ってございますし、実績もあります。市内業

者で対応してくれる業者もありましたので、

そういう点からも推奨はしていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

大変高価なものでありますので、普通に考え

て設置はできませんで終わってしまうのであ

れば、誰だってそれはお答えができると思い

ますので、設置が厳しいのであれば、どのよ

うに設置ができるか、知恵を出して実行して

いただけるのが職員の皆さん方の仕事だと思

いますので、どうかその点も、設置できない

ときにこういう方法もあるというのを各部署

にしっかりとお伝えいただきたいと思います。 

 先ほどもありましたように、市の単独で難

しいのであれば、やはり市としても国や県の

ほうに補助の要望をどんどんしていかないと

いけないと思いますし、安心安全なまちづく

りにはやはり防犯カメラというのは有効にな

ってくると思いますので、その点、今回だけ

ではなし、また今後もこの質問をしながら設

置が進んでいけることを要望しまして、１問

目を終わりたいと思います。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目２、農

福連携に対する答弁を求めます。 

 経済推進部長。 

〔経済推進部長（北岡慶久君）登壇〕 

○経済推進部長（北岡慶久君）おはようござ

います。 

 農福連携についてお答えします。 

 農福連携は、障がい者等の農業分野での活

躍を通じて、自信や生きがいを創出し、社会

参画を促す取組であり、農林水産省では厚生

労働省と連携して、農業・農村における課題、

障がい者等における課題、双方の課題解決と

利益をもたらすウィン・ウィンの取組である

と言われています。 

 また、めざす方向として、農業生産におけ

る障がい者等の活躍の場の拡大、農産物等の

付加価値の向上、農業を通じた障がい者の自

立支援を挙げています。 

 和歌山県においては、福祉的就労の支援と

してチャレンジド工賃水準倍増事業を実施し

ており、事業の一環として農福連携の推進を

行っているところです。 

 こうした中、本市においても既に２か所の

障がい福祉サービス事業所で農福連携の取組
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が実施されており、また、事業実施に関して

の相談も健康福祉部のほうに数件寄せられて

いる状況です。 

 さて、本市でも農福連携に積極的に取り組

むべきではとのおただしですが、やはり、主

役である障がい等をお持ちの方が、本人の特

性に応じ、心身ともに健全に事業を活用でき

るよう、行政はもとより、福祉事業所、農家

がそれぞれの分野を相互理解した上で取組を

始めることが重要であると考えています。 

 そのためには、まず行政内部、具体的には

健康福祉部福祉課と経済推進部農林振興課内

での情報共有を今まで以上に密にするととも

に、事業要望、問合せ等があった際には農林

水産省と厚生労働省で情報提供されている農

福連携スタートアップマニュアルに基づき、

事業者が事業実施の判断を適切に行える環境

づくりを整えたいと考えています。 

 また、併せて、県内や市内の事例なども参

考に課題等を整理するとともに、市内事業所

及び農業者やＪＡ等と適切に事業マッチング

できるよう、随時聞き取りによる意向確認を

行いたいと思います。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君、再質問

ありますか。 

 ４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

 それでは、再質問させていただきます。 

 答弁にもありましたように、農業者にとっ

ても障がい者にとっても双方利益をもたらす

ウィン・ウィンの関係の取組であると、この

農福連携は言われております。それだけに本

市でも積極的に取り組んでもらいたいという

ふうに思いまして、今回質問させていただき

ました。 

 さらに、国も県も農福連携については前向

きに取り組んでくれております。ですから、

今回の質問を通して、さらに行政内部の農福

連携の情報共有をしていただけるということ

でもありますし、さらには、農業と障がい者

のマッチングもできるように意向確認もやっ

ていただけるということですから、大いに期

待させていただいております。どうか取組を

よろしくお願いをいたします。 

 ということで、質問をしないわけにいかな

いので質問させていただきますが、まずは、

根本的に本市はどれだけの障がい者の方がい

らっしゃるのかというのを確認したいと思い

ます。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（土井加奈子君）登壇〕 

○健康福祉部長（土井加奈子君）本市の障が

い者の数です。障害者手帳をお持ちの延べ人

数でございますが、延べ3,851人となっており

ます。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

障がいの度合い、いろいろ違うと思います。

今回のオリンピック・パラリンピックを見て

いましても、やはりパラリンピックを見てい

ても、いろんな障がいをお持ちの方がいらっ

しゃるんやなというのを改めて感じたわけで

すが、ですので、その方が本当に農業をでき

るような方かどうかというのは、やはりその

方の意向をもちろん聞かなあかんでしょうし、

農家の方とのマッチングも必要だと思います。 

 そういった意味では、農業者の方が障がい

者の方を、そうしたら雇用したいよと思った

場合に、そういった申出があった場合、一体、

市としてどういう対応ができるかなというふ

うに思ったんですが、その点いかがでしょう

か。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）農福連携に限

ったことではありませんが、障がいをお持ち

の方等が一般就労への移行対策として、橋本
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市障がい福祉計画にも明記されております。

令和５年度まで増加させようという、そうい

った計画となっています。 

 農福連携について、先ほど壇上でもお答え

させていただきましたが、農林振興課に直接

相談がある場合、または福祉課に直接相談が

ある場合がございます。これまで、お互い相

互にどういった相談があるというような情報

共有はできておりませんでしたので、しっか

りと今後については情報共有をさせていただ

いて、それから、橋本・伊都地域自立支援協

議会就労支援部会等という、そういった障が

いをお持ちの方等が工賃向上等の取組をする

という機関がありますので、そういったとこ

ろにもそれぞれが働きかけたいと思っていま

す。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

市でいえば農林振興課と福祉課とのほうでし

っかりとまた窓口となって、その辺りのマッ

チングをしていただけるということでありま

した。 

 農業者の方にとっては、やはり障がい者の

方は、どういう方がどういうふうな対応をし

ていいのか、やはり大変迷われると思います。

ですので、いきなり雇用契約を結ぶというの

もなかなか大変かなと思いますので、その辺、

お試しといいますか、そういった短期間とい

いますか、合っているかどうかをお試し的に

雇用できる方法もないかなと思うんですが、

その点はどうでしょうか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）障がい者の方

が農業に関してどういった作業ができるかと

いうのは、障がい者、事業所等の視点だけで

はなくて、農業者目線でも考える必要がある

というふうに思います。 

 そういった中で、農業者として、今、議員

がおただしのとおり、お試し農福ということ

で、まずこういった作業ができないかという

ところを農業者の意向を確認しながら進めて

いくことが重要ではないかなというふうに思

っています。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）双方のもちろん意向を

しっかりと確認しながらですけども、そうい

ったお試しをやっていただきながら、合うか

どうか、続けられるかどうかというようなマ

ッチングが大変必要だと思いますし、大事だ

と思います。 

 そういった面でも、やはりお試しをするた

めに雇用する、短期間でも雇用するわけです

から、そういった面を国でも支援すると、試

行的な雇用でも支援するというふうなことも

できるというふうに聞いておりましたが、そ

の点はいかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）農林水産省の

補助事業として農村漁村振興交付金がありま

して、その中に農福連携に関する技術取得や

作業工程マニュアルの作成、それから、普及

啓発事業等のソフト事業に対して定額補助、

また、農業生産施設の整備や安全対策などの

附帯施設の整備などハード事業に対して２分

の１の補助制度があります。 

 お試し農福につきましても該当するような

補助等がございますので、障がい福祉関連の

事業者の方と、それから福祉課とも十分調整

をしながら検討していきたいというふうに考

えています。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）そういった、国からも

補助金というような形、支援金という形で用

意されているということでありましたので、

どちらにとっても、農業者にとってもこの辺

りはすごく雇う面でも安心ではないかなとい
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うふうにも思います。 

 先ほどのご答弁では、本市でも２か所の障

がい福祉事業者が既に農福連携を行っている

ということでありました。これというのは、

どちらかというと福祉事業所が農業を営んで

取り組んでいるということでよろしいでしょ

うか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）今現在、市

内２軒の障がい福祉サービス事業所で事業を

行って取り組んでいただいております。いず

れもシイタケ栽培になるんですけれども、一

つのところは障がいの種別を問わずに、就労

継続支援Ａ型及びＢ型の事業所とされていま

す。それから、もう１か所は精神と肢体に障

がいを持たれた方が事業をされておりまして、

これにつきましては就労継続支援Ｂ型及び就

労移行支援の事業所となっております。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

 そういったような形で、福祉事業所もやは

り農業のほうを通しながら、利用者に働いて

いただきながら賃金をお渡ししているという

ことでありましたので、そういったところで、

さらに同じような福祉事業者が、農業につい

て取り組みたいよとか農地を確保したいよと

か施設を整備したいよというようなことを申

入れがあるかもわかりませんが、その点、申

入れがあるのかどうか。 

 そういった場合には相談窓口としては、福

祉事業所ですから福祉課になると思いますが、

それでも、そういった面でもやはり国からの

補助もあると思いますが、その点はいかがで

しょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）もし農福の

連携をしたい、農業をしたいというようなお

問合せがあって、障がい者の雇用についてお

問合せがございましたら、先ほど経済推進部

長が申しました橋本・伊都地域自立支援協議

会就労支援部会でまずはお話しさせていただ

いて、こういうお話があるよということは、

いろんな事業者の方が来られているのでお話

はできるかと思います。 

 それと、それに対する国の補助であります

けれども、例えば、雇い入れた場合にトライ

アル雇用助成金という制度であったりですと

か、それから施設などを、例えば通路を広く

するとか、車椅子でも通れるなどのそういう

施設を整備したり、それから、適切な雇用管

理の措置を行った場合などについて、国から

の補助金もございますので、福祉課のほうで

ご案内させていただけると思います。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）農福連携に関しまして、

担当課の方といろいろお話もさせていただき

まして、いろいろやはりハードルを越えなけ

ればいけない壁というのはあると思います、

お互いに対して。ただ、やはり、それを乗り

越えていけば、きっといい方向に行くんじゃ

ないかなと思います。 

 それを乗り越えて、全国ではいろんな事業

例があると思いますので、例えばこんなこと

やったらうちの市にも当てはまるなというよ

うな事業例がもしあれば、調べていただいた

中であれば、教えていただければなと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）国のマニュア

ルの中にも全国的な先進事例がたくさんござ

いますが、和歌山県においてもやはりござい

ます。 

 少し紹介させていただきますと、福祉サー

ビス事業所が中心になって、障がい者との契

約のもと、年間で言いますと2,500万円以上の

売上げを上げているというところもあります。
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成功の要因としては、大根の栽培から切り干

し大根の生産、販売までも考えていって、商

談会などにも積極的に商品を出してチャンス

をつかんでいるという状況です。 

 障がいをお持ちの方、個々それぞれがいろ

んな仕事をできるというところの見定めとい

うのが、非常に農業者にとっても困っている

ところをどう作業していただくかというとこ

ろにつながると思いますので、そういったと

ころをしっかりと情報共有されて、ウィン・

ウィンとなる関係になっているところが成功

しているんじゃないかなというふうに考えて

います。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）そういった意味では、

いろいろな事例もございます。成功している

ところもございます。確かに失敗していると

ころもあるかもわかりませんが、そういった

面をいろいろ研究していただきながら前向き

に取り組んでいただければなというふうにも

思います。 

 本市には特にきのかわ支援学校もございま

す。やはり小さい頃から子どもたち、学生た

ちもそういった農業に触れることで農業に興

味を持っていただくということも大事かなと

思います。そういったところでもマッチング

になっていくのかなと思いますが、そういっ

たきのかわ支援学校との連携もこれから考え

られないかなと思うんですが、その点いかが

でしょうか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）令和３年度、

今年４月なんですが、市内の新規就農者の方

から相談がありました。私はきのかわ支援学

校周辺に田畑を持っている、借りていると。

きのかわ支援学校の生徒たちと一緒に農業体

験を持てないかという内容でした。 

 結果なんですが、つい先日、高野口マルシ

ェというのが支援学校で開催されまして、地

域のボランティアの協力がたくさんあった中

で、実際、育てた野菜とか生徒たちがつくっ

たものが販売されました。 

 担当の先生にいろいろ聞かせていただきま

すと、きのかわ支援学校というのはこれまで

地域の方々に本当に見守られて育てられてい

るということに感謝していますと。でも、自

分たちのことばかりで精いっぱいで、なかな

か地域の中で起こっていること、困っている

ことなどに目を向けなかったし気が回らなか

ったと。それは生徒も先生も同じですと。 

 今回、農家の方がきっかけをつくっていた

だいたという、そういうおかげで生徒たち

個々が社会で少しでも役に立てるというよう

なことが分かり、自信を持つことができまし

たと。地域の方に本当に喜んでもらえて評価

されたということを、すごく生徒たち、児童

たちが喜んだということです。 

 持っている障がいによって、本当に地域で

の関わり方、自己主張できるできないも含め

て、本当にいろいろ差があるんですが、将来

自立してお金を稼ぐということへのきっかけ

として、農業に関心を持つというのは非常に

大事だというふうに先生方も再認識されたと

いうことです。 

 先ほど来、地域の農業でどんな困っている

ことがあるかということを、先生方、生徒た

ちもしっかりと情報共有させていただいて、

いろんな社会の仕組みで、ニーズがどんなこ

とがあるのかというようなことをしっかり学

ぶきっかけとしたいというふうに期待されて

いるということでした。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

そうやって実際にもう地域の方と接して取り

組んでいただいている中で、やはりいろんな

気づきがあったと思います。やはりこれは取
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り組んでみないと分からないことというのは

たくさんあると思います。 

 我々が勝手に、そういうことは無理じゃな

いかというふうに判断して見るんじゃなしに、

やはり、これ先輩議員でも前にも障がい者の

方のことでいろいろとご質問がありましたけ

ども、やはりこちらが判断しているより、も

っといろんなことができる生徒、そういった

障がい者の方もいらっしゃると思いますので、

そういったチャンスをしっかりと我々は与え

ていかないといけないんじゃないかなという

ふうにも思います。 

 今回、障がい者の方を中心にお話ししまし

たが、福祉ですので、やはり障がい者だけじ

ゃなしに、いわゆる高齢者も福祉になります

し、いわゆるひきこもりの子どもとかも、い

わゆるそういう農業を通して、人と接するの

はやはりちょっと苦手やけども、農業とか土

と接するのやったらいけるよということで、

そこから社会復帰につなげていくということ

も考えられるんじゃないかなと思います。 

 そういった面で、さらにそういう面でも広

くこれからも考えられると思いますが、その

点はいかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）高齢者の方、

また、ひきこもりの方に対しての農福の連携

というのは、現在のところ積極的に行ってい

るわけではないんですけれども、高齢者の方

につきましては、やはり就労という機会につ

きましては、一定、シルバー人材センターの

ほうでご紹介させていただけるのかなと思い

ます。 

 現在も市内に在住されている60歳以上の方

がご登録されておるところなんですけれども、

作業の依頼の中には草刈りであったりですと

か柿の収穫、それから摘蕾、摘果とか、それ

から消毒作業、最終、選果場での作業など、

そういうのも含まれております。 

 あと、介護予防の観点からも農業に取り組

むということは大変重要かなとは思います。

市内に市民農園というところもありまして、

その貸出しのほうもさせていただいていたり、

それから、野菜づくりの講習会など定期的な

講習会もございますので、その辺のご利用を

していただけるというのもまたご案内できる

かなと思います。 

 あと、ひきこもりの方の農福ということに

つきまして、またそういうご相談があれば農

林振興課と連携させていただきまして、また、

農業者の方のほうからそういうお声がありま

したら、またその支援サークルのほうにもお

声かけできるかと思っております。そういう

ことを常に頭に置きながら業務に取り組んで

いきたいと思っています。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）先ほど部長おっしゃっ

ていただいたように、ひきこもりに関しては

支援サークルもあります。そういったところ

とのまたマッチングといいますか、意向調査

もしていただければありがたいなと思います

し、お年寄りに関しては、ひきこもりじゃな

いお年寄りと言ったら変ですけども、出てこ

れる、積極的なお年寄りの方はそうやってシ

ルバー人材センターに登録してどんどん活躍

していただいていると思いますが、なかなか

そういった、今になってまた組織に入るのは

嫌やという、そういったお年寄りの方もいら

っしゃいますので、そういった方にそういっ

た機会を与えていただけるといいますか、そ

ういった方の窓口となっていただくのも一つ

の考えではないかなと思います。シルバー人

材センターが悪いというわけではなしに、シ

ルバー人材センターへ行ける方はシルバー人

材センターへ行っていただいたらいいですし、

行けない方も実際にいらっしゃいますので、
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そういった方にはこういった農福連携も、農

業のほうにお一人で行っていただくというの

も一つの考えではないかなと思いました。 

 このように、いろいろと国からも支援され

ております。農林水産省のホームページ、い

ろいろ見せていただくと、今、部長からもあ

りましたように、いろいろな資料が出ていま

すし、「はじめよう！農福連携－スタートアッ

プマニュアル－」、今おっしゃっていただいた

ものも見ておりますと、たくさん、本当にき

め細やかに、分かりやすく書いていただいて

おります。 

 これだけ国のほうもバックアップしており

ます。全国にも多数事例があると。いろいろ

と条件はそろっていると思います。あとは何

が必要かというと、本市において本気でこれ

を取り組むかどうかということであると思い

ます。 

 その点は今までなかなかできていなかった

ということでありますが、この点に関しては、

もうしっかりと取り組んでいただけるという

ことで先ほどからも聞いておりますが、もう

一度確認ですが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）就農、それか

ら就業ということで、障がい者の方が本当に

農家の方々の困っているところを本当に見い

だして、作業を仕事としてできるようにして

いきたいと思いますので、ご理解いただきた

いと思います。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）本当に農業者の方、障

がい者の方、そういった方々にとってウィ

ン・ウィンの取組になるということでござい

ますので、この取組が本市でも広がることを

願いまして、私の一般質問を終わりたいと思

います。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君の一般質

問は終わりました。 

 この際、10時30分まで休憩致します。 

（午前10時20分 休憩） 

 


